
 

みその都市デザイン協議会 
(企画運営：⼀般社団法⼈美園タウンマネジメント) 

2020年12⽉25⽇版 
 [A]浦和美園4丁⽬公園 [B]美園台公園 [C]浦和美園駅東⼝駅前通り線  
連続出店期間 ・原則として1週間以内 ・原則として1週間以内 ・原則として1⽇以内  

出 店 時 間 ・10時〜17時(搬⼊出等の時間含む) ・10時〜17時(搬⼊出等の時間含む) ・10時〜17時(搬⼊出等の時間含む)  

出店可能箇所 
・別図の通り 

※出店内容に係る⾏為(待機列等含む)が全
て出店可能箇所内に納まるよう出店を計
画･実施ください。 

・別図の通り 
※出店内容に係る⾏為(待機列等含む)が全

て出店可能箇所内に納まるよう出店を計
画･実施ください。 

・別図の通り 
※出店内容に係る⾏為(待機列等含む)が全

て出店可能箇所内に納まるよう出店を計
画･実施ください。 

 

電 源 
・電源無し 
・発電機の持込可(事前に申出) 

・電源無し 
・発電機の持込可(事前に申出) 

・電源無し 
・発電機の持込可(事前に申出) 

 

⽕ 気 使 ⽤ 
・可(事前に申出／発電機含む) 

※⽕気使⽤の場合、消⽕器設置必須。消⽕器
は出店者各⾃で準備下さい。 

・可(事前に申出／発電機含む) 
※⽕気使⽤の場合、消⽕器設置必須。消⽕器

は出店者各⾃で準備下さい。 

・可(事前に申出／発電機含む) 
※⽕気使⽤の場合、消⽕器設置必須。消⽕器

は出店者各⾃で準備下さい。 
 

給 排 ⽔ ・公園内の給排⽔設備は使⽤不可。 ・公園内の給排⽔設備は使⽤不可。 ・給排⽔無し  

お ⼿ 洗 い ・公園併設の設備をご利⽤下さい。 ・公園併設の設備をご利⽤下さい。 ・なし  

駐 ⾞ 場 
・公園内駐⾞場の出店利⽤は不可。 

※搬⼊出⾞両を出店中に周辺待機させる場
合は、⺠間駐⾞場をご利⽤ください。 

・公園内駐⾞場の出店利⽤は不可。 
※搬⼊出⾞両を出店中に周辺待機させる場

合は、⺠間駐⾞場をご利⽤ください。 

・会場に駐⾞場はございません。 
※搬⼊出⾞両を出店中に周辺待機させる場

合は、⺠間駐⾞場をご利⽤ください。 
 

そ の 他 

・⽇毎の出店終了後、直ちに原状回復
を実施ください。 

・⼩⾬でも出店可。荒天の場合は中⽌
を指⽰(出店前⽇18時に⼀次判断)。 

・⽇毎の出店終了後、直ちに原状回復
を実施ください。 

・⼩⾬でも出店可。荒天の場合は中⽌
を指⽰(出店前⽇18時に⼀次判断)。 

・⽇毎の出店終了後、直ちに原状回復
を実施ください。 

・⼩⾬でも出店可。荒天の場合は中⽌
を指⽰(出店前⽇18時に⼀次判断)。 

 

備 考 
＊8⽇以上に亘る連続出店、あるいは定期的な

出店をご希望の場合は、主催者まで別途ご相
談ください。 

＊8⽇以上に亘る連続出店、あるいは定期的な
出店をご希望の場合は、主催者まで別途ご相
談ください。 

＊2⽇以上に亘る連続出店、あるいは定期的な
出店をご希望の場合は、主催者まで別途ご相
談ください。 

 
 

「美園マチなかロビー2020」敷地毎の出店条件・指⽰事項 



A-1
A-2

A-3

A-4
A-6

【A-1】
※舗装面のうち、自動販売機より西側

3m

5m
【A-2】

※舗装面のうち、自動販売機より東側

2m
5m

【A-3】
5m

2m 【A-4】
※芝生広場のうち、西側一部

15m

15m

【A-6】
※駐車場東側の舗装面の一部

5m3m

※各出店区画は、管理者協議により変更となる場合がございます。

出店箇所A【浦和美園4丁目公園】
S＝1/600（A3）

N ◎（簡易テント、移動販売車)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

◎（簡易テント、幅1.5m未満の移動販売車)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

◎（簡易テント、幅1.5m未満の移動販売車)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

■出店箇所ごとの出店可能行為（No.1）

販売・実演スペース

飲食・休憩スペース

◎（簡易テント、移動販売車)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

■出店箇所ごとの出店可能行為（No.2）

販売・実演スペース

飲食・休憩スペース

◎（簡易テント)

◎（レジャーシート)



【B-2a】　【B-2b】
※芝生に南接した舗装面

3m5m 5m 【B-3】
※南側芝部広場の中央

19.5m
8m

【B-1】
※舗装面のうち、公園案内図看板より南側

5m3m

B-1

B-2b

B-3

B-2a

※各出店区画は、管理者協議により変更となる場合がございます。

出店箇所B【美園台公園】
S＝1/600（A4）

N
◎（移動販売車、簡易テント)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

◎（移動販売車、簡易テント)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

×(不可)

◎（レジャーシート)

■出店箇所ごとの出店可能行為

販売・実演スペース

飲食・休憩スペース



【例2】
※植栽マス北端～植栽帯の間

【出店箇所：例1】

【出店箇所：例2】

【例1】
※舗装パターン切替点～自転車歩行者区分線の間

出店箇所C【東口駅前通り線】
S＝1/600（A4）

N

※本図に示す出店箇所は例であり、出店計画を基に運営者相談の上、最終的には管理者協議を経て確定します。

販売・実演スペース

飲食・休憩スペース

◎（簡易テント)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

■出店箇所ごとの出店可能行為

◎（簡易テント)

◎（簡易テント、椅子・テーブル)

■出店箇所ごとの出店可能行為

販売・実演スペース

飲食・休憩スペース


